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⚫ 違反事件審査
• 独禁法違反行為に対する機動的かつ効果的
な法執行

• 下請法違反行為に対する簡易・迅速な処理

⚫ 企業結合審査
ビジネスの実態に即した迅速かつ的確な企

業結合審査

⚫ガイドラインの策定 法運用の透明性・
予見可能性の向上による違反行為の未然防止

⚫実態調査 競争制限的な民間慣行の改善

⚫規制改革に関する推進・提言

⚫国際連携 競争政策の国際的収れんの推進

⚫国民的理解の増進

エンフォースメント
～厳正な法執行による競争の回復～

アドボカシー
～競争環境の整備～

公正かつ自由な競争の促進を通じた
企業の活力向上、消費者の効用拡大、イノベーションの活性化

広報・広聴活動の位置付け

広報・広聴活動が重
要な役割を果たす
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主な広報活動（国内）

ア 新聞発表

イ 事務総長定例会見

ウ 公正取引委員会委員長と記者との懇談会

エ 公正取引委員会のホームページ

オ ＳＮＳ（Ｘ、Facebook、YouTube JFTC Channel）

国民各層向け

ア 各種講習会

イ 独占禁止法等の解説動画等

主に事業者向け

ア 消費者セミナー

イ 独占禁止法教室

ウ 庁舎訪問学習

エ 一日公正取引委員会

主に消費者向け

このほか、国民各層
から広く意見を聴く
広聴活動も実施
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消費者セミナー

・ 広く一般消費者を対象とする。

・ 実際は、各地の消費者団体を対象と
したり、地方自治体が主催する市民大
学の講座を利用するなどしてセミナー
を実施。

対象

実施状況

・ 独禁法だけでなく、景品表示法の紹介の要望も多い。

・ 説明だけでなく、クイズを用いるなどしている。

内容

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

８２ ４９ ５３ ８３ ８８
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独占禁止法教室①

・ 平成１４年に中学生を対象に開始し、
その後高校生、大学生へと対象を拡大。

・ 大学生の場合は、公正取引委員会の活
動領域の拡大に伴い、法学部以外の学部
生にも対象を広げている。

対象

・ 大学生向けは講義形式で、独禁法の基本の解説や、先方のニーズを

踏まえ特定のテーマで講義を行っている。

・ 中学生、高校生向けでは、生徒を飽きさせないように、一方的な講
義ではなく生徒側の参加を求める下記のような出し物を実施

➢ 生徒を消費者、事業者（販売店経営者）に振り分けて、商品（携帯電話
等）の販売方法のアイディアを考えてもらうシミュレーションゲーム

➢ 担当教員を審査対象事業者の代表者に見立てた模擬立入検査

・ 二次的な広報につながるよう、独禁法教室は報道機関の取材を受け
入れている。

内容
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独占禁止法教室②

実施状況

・ コロナ禍で件数が減少したものの、令和５年度はコロナ禍前の
ピークに戻ったが、中・高等学校の実施件数（特に、高等学校の実
施件数）の回復が鈍いため、これらの回復を図る。

課題
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一日公正取引委員会

・ 公正取引委員会は、本局のほか、全国にブロック単位で７か所の地方事務所（一部は支
所）があるのみ。

・ その他の多くの地域における公正取引委員会の認知度向上のため一日出張所を開き、その
地域の事業者、消費者（消費者団体、学生）、行政を対象とする講習会、相談会等を実施

対象

実施状況

・ 本局及び各地方事務所・支所が年に一度、所在地以外の府県一か所において開催

・ 独禁法、下請法、フリーランス・事業者間取引適正化等法、官製談合防止法等の講習会

・ 各種相談の受付、一日出張所開催場所近くの学校で独禁法教室を実施

内容

課題

・ 参加者の少ないプログラムがあるなど、必ずしも開催地域のニーズを捉え切れていない

地方のニーズを踏まえたプログラムとする必要
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総長定例会見

・ 各種報道機関の公正取引委員会

担当記者

対象

実施状況

・ 原則として毎週水曜日開催

・ その時点における公正取引委員会のホット・トピックスを総長か
ら説明し、質疑応答を受ける。

・ 説明、質疑応答の模様は公正取引委員会のホームページに掲載す
るとともに、公正取引委員会公式Ｘ及びFacebookに投稿。

内容

・ 令和５年度：３７回
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公正取引委員会のホームページ

年間アクセス数

課題

・ ホームページに掲載するだけという受け身の広報でなく、必要な関係者に見
てもらえるよう積極的な広報が必要。

ＳＮＳの積極的な活用

報道発表時にＸ及びFacebookに掲載することにより、Ｘ及びFacebookか

らホームページへの流入を図る。また、リポスト機能等により公正取引委

員会の活動に直接興味がない層にも情報内容を伝えることが可能。リポス

ト等したくなるような、分かりやすく、目に留まる投稿を作成する。

令和３年度 ：約２７５４万件

令和４年度 ：約３１０７万件

令和５年度 ：約４４２９万件
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報道発表

順位 公表日 案件 報道量

1 令和6年3月7日 日産自動車株式会社に対する勧告について 約24,790

2 9月21日 ニュースコンテンツ配信分野に関する実態調査報告書について 約16,720

3 10月23日
Google LLCらによる独占禁止法違反被疑行為に関する審査の開
始及び第三者からの情報・意見の募集について

約15,070

4 11月8日
G7エンフォーサーズ及びポリシーメイカーズサミットの開催結
果について

約7,800

5 10月3日
TOHOシネマズ株式会社から申請があった確約計画の認定につ
いて

約6,130

6 令和6年3月15日
株式会社ビッグモーター及び株式会社ビーエムハナテンに対す
る勧告等について

約6,040

7 4月13日 みずほ証券株式会社に対する注意について 約5,940

8 11月29日
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の公表
について

約5,580

9 令和6年2月28日
「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準
の変更について（案）」に対する意見募集について

約4,190

10 令和6年3月4日
東邦瓦斯供給区域に所在する大口需要家が発注する都市ガスの
見積り合わせ等の参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納
付命令等について

約3,860

※日本経済新聞、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、日刊工業新聞の各紙面の文字数（概算）を公取委において集計

令和５年度 報道発表における報道量ランキング
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ＳＮＳ①

ア Ｘ、Facebook

イ YouTube JFTC Channel

媒体

ア X、Facebook

➢ 事件処理等公正取引委員会の新聞発表はもとより、採用情報、
独禁法教室や各種講演会の開催案内等を細かく発信

➢ さらに、事件処理の投稿後にその事件で用いられた独禁法の規
定の解説を投稿したり、新社会人向けに独禁法や下請法の優しい
解説をクイズなども交えながら連載するなどしている。

イ YouTube JFTC Channel

➢ 独禁法、下請法等の説明のほか、優越的地位の濫用行為や法改
正など特定のトピックに絞った解説動画も掲載（現在７４本）

以下ではXを対象に説明

内容
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ＳＮＳ②

実施状況

・ 民間のＰＲ会社とアドバイザリー契約を交わし、
投稿内容の工夫に係るアドバイスを受けたり、投稿
内容の事後検証などをしてもらっている。

外部アドバイスの活用

令和３年度 令和４年度 令和５年度

投稿数（概数） ４０２ ４４８ ５７１

フォロワー数 ７３，３０３ ８２，６４３ ８６，４３８

平均インプレッション数 １１，０７７ １８，６２０ １２，４５３

平均エンゲージメント率 ２．１７％ ２．４４％ １．９７％

注１：インプレッション（閲覧）数とは、公正取引委員会の投稿がフォロワーに実際に表示された回数である。

フォロワーがリポスト等すると投稿が拡散されることなどにより、インプレッション（閲覧）数が伸びる。

２：エンゲージメント率とは、ある投稿に対しどの程度エンゲージメント（「リポスト」、「いいね」、「リ

ンク等のクリック」等）があったかを測る指標のことである。
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ＳＮＳ③

改善例①（Xのフォロワーを増やすためのハッシュタグの付け方）

・画像はXのアルゴリズム
上、文字列としてヒットし
ないため、投稿に関連し、
かつ、X上で多く使用され
ている「水産物」、「手数
料」をハッシュタグとして
使用

・カップヌードルの別呼称
であり、X上で多く使用さ
れている「カップ麺」、
「麺類」をハッシュタグと
して使用

アドバイザリーからの指摘
・ 公取委の投稿をフォロワー以外のユーザーのタイムライン上に表示させることが重要。公
取委の投稿を見たユーザーが公取委のアカウントに興味を持ってくれることで、フォローに
つながる可能性が高くなる。

・ そのためには、投稿文や画像に関連し、かつ、SNS上での流入が多いワードを投稿文又は
ハッシュタグに使用することで、フォロワー以外のユーザーの目に付く機会を増やしたほう
がよい。

指摘を受けての対応
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ＳＮＳ③

改善前

アドバイザリーからの指摘
・学校側は外部に授業を委託するお金がないとい
う情報を得たため、「出前授業のコストは無
料」という謳い文句を大きく表示すべき。

・併せて、授業風景を掲載することで授業のイ
メージを持ちやすくさせたほうがよい。

改善後（指摘を受けての対応）

改善例②（独占禁止法教室に関する投稿）
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ＳＮＳ③

指摘を受けての対応

・令和6年度霞が関こども見学
デーの様子を撮影し、ショート
動画としてYouTube公取委チャ
ンネルで公開。

・YouTube公取委チャンネルで
公開しているショート動画の中
でも、高評価の数はトップ３に
入っている。

アドバイザリーからの指摘
・霞が関こども見学デーはSNSのネタとして活かせる。
・公取委の取組周知のためにも、イベントの様子を動画にしてYouTubeに掲載すると閲覧数な
ど一定数の効果があると思われる。

改善例③（公正取引委員会のイベントに関する動画の作成）
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ＳＮＳ④

順位 公表日 案件
インプレッション

（閲覧）数

1 10月3日
TOHOシネマズ株式会社から申請があった確約計画の認定
について

約681,070

2 5月17日 インボイス制度の実施に関連した注意事例について 約622,500

3 4月13日 みずほ証券株式会社に対する注意について 約319,700

4 9月22日 独禁法注意報（令和４年度における優越的地位の濫用の注意事例（取引

の対価の一方的決定（インボイス関連の事例））
約271,100

5 10月2日 令和5年10月のインボイス制度の実施に関連した動画公開 約166,670

6 令和6年３月5日 インボイス制度に関するショート動画公開のお知らせ 約151,330

7 6月10日 下請法本当にあった話（令和３年度における下請法の注意事例（買い

たたき））
約141,260

8 令和6年3月12日
コストコホールセールジャパン株式会社に対する勧告につ
いて

約136,670

9 令和6年3月19日 株式会社Ｇｉｏに対する勧告について 約135,240

10 6月1日 クレジットカードの加盟店手数料の配分率の公開について 約115,120

※令和５年度平均インプレッション（閲覧）数：約１２,４５０

令和５年度 インプレッション（閲覧）数ランキング
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フリーランス法の広報

BUSON氏とのタイアップによる広報

・ 特設サイトの開設

・ インターネット広告の実施

・ 公共交通機関における広告掲出

・ コンビニエンスストアにおける広告掲載

・ BUSON氏のInstagram及びブログにおける
本法周知広報のために書き下ろされた、フ
リーランスの仕事上の「あるある」PR漫画の
掲載

多種多様な業界で活躍しているフリーランス及びフリーランスと取引をする発
注事業者に、幅広く本法の存在を認知してもらい、理解を深めてもらうため、
従来にはない広報活動を実施。

イラストレーター兼漫画ブロガーのBUSON（ブソン）氏のオリジナルキャラク
ター「しきぶちゃん」とタイアップし、以下の広報活動を実施。

（↑特設サイトトップ画像）
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フリーランス法の広報

ア YouTubeを活用した広報を積極的に展開
・ 「フリーランス法NAVI」と題して、
職員が解説する動画を公開（10月11日
時点：17本）。

・ 公正取引委員会初のショート動画を公
開（10月11日時点：23本）。

イ X、Facebookの定期投稿
・ 令和5年11月から、毎週火曜日に「フ
リーランス新法通信」と題して、フリー
ランス法の規制内容、公正取引委員会の
フリーランス法に関するトピックを発信。

SNSの積極的活用

その他

↑本法の当事者に向けて注目ポイントを解説した
『ここに注目』動画（令和5年12月公開）

↑本法の禁止行為を五七五七七
で伝えるショート動画

←Q&Aの更新を周知
するX・Facebookの
投稿画像

説明会の開催、業界団体への講師派遣を行うほか、パンフレット、広報ポス
ター等の広報コンテンツの作成、政府広報室と連携した周知を実施。
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労務費転嫁指針の広報

・ 公正取引委員会では、持続的な構造的賃上げを実現するための取引環境の整備の
一環として、令和５年１１月に内閣官房と連名で「労務費の適切な転嫁のための価
格交渉に関する指針（労務費転嫁指針） 」を策定

広報の内容

広報の実施状況

動画の内容

・ 労務費転嫁指針の内容を○×クイズを交えて解説する「ポイント解説動画」

・ ポイント解説動画の視聴を促すために１分程度に短尺化した「ＰＲ動画」

・ ポイント解説動画の周知のために、ＰＲ動画を用いたＷＥＢ広告等による広報を
実施中（令和６年１１月から令和７年３月まで（予定））

・ １１月は「下請取引適正化推進月間」の一環として労務転嫁指針の広報活動を強
化し、テレビ・ラジオ等での広報も実施中

※ 上記のほか、政府広報と連携して、交通広告（電車・タクシー）等を実施

・ 労務費転嫁指針についての分かりやすい動画を制
作し、労務費転嫁指針の認知度及び理解度の向上
を図る
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独占禁止法コンプライアンスの向上に向けた周知・啓発活動について

➢ 競争的な事業活動が自律的に行われる環境を実現する
ためには、個々の企業が独占禁止法コンプライアンス
を推進することが重要。

➢ 公正取引委員会は、企業による独占禁止法コンプライ
アンスに関する取組を支援する観点から、様々な実態
調査等を行い、調査報告書等において、企業による取
組の実効性の向上に向けた方策を提示してきた。

➢ また、昨年12月21日には、これまでの実態調査等の
集大成として、「実効的な独占禁止法コンプライアン
スプログラムの整備・運用のためのガイド－カルテ
ル・談合への対応を中心として－」（注）を公表した。

➢ 公正取引委員会は、各種セミナー等において上記ガイ
ドについて説明するなど、独占禁止法コンプライアン
スの向上に向けた周知・啓発活動に精力的に取り組ん
でいる。

⇒一例として、本年９月20日のＣＰＲＣ公開セミナー
「独占禁止法と企業コンプライアンス」に登壇し、
講演及びパネルディスカッションを実施した。

（注）ガイドの詳細については、公正取引委員会ウェブサイト（https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/dec/231221compliance.html）参照。 19
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➢ ①独占禁止法コンプライアンスプログラムの整備・運用全般のほか、②～④の３点に関し、最近の動きへの対応状況を確認。

企業コンプライアンスに関する実態調査の開始について

本調査のイメージ

本調査の概要
趣旨・目的：競争的な事業活動が自律的に行われる環境を実現するため、企業の独占禁止法コンプライアンスに関する最新の

取組事例等を収集・分析し、企業の独占禁止法コンプライアンスの更なる実効性の向上に向けた方策を提示する。

調査の対象：東証プライム上場企業1,643社等（2024年８月末時点。外国企業を除く。）

調査の方法：ウェブアンケート調査（2024年10月上旬から同年11月中旬にかけて実施）及びヒアリング調査

調査の結果を踏まえ、独占禁止法コンプライアンスの更なる実効性の向上に向けた方策を提示

※実態調査報告書を作成・公表するほか、独占禁止法コンプライアンスガイドの改訂（アップデート）を実施し、公表する予定。

✓ 各種法令違反等に関する取組の中での独占禁止法の優先度

✓ 「実効的な独占禁止法コンプライアンスプログラムの整備・運用
のためのガイド」（以下「独占禁止法コンプライアンスガイド」
という。）に掲載されている取組の実施状況

✓ 独占禁止法コンプライアンスガイドの認知度や同ガイドについて
の評価

✓ 独占禁止法コンプライアンスに関して各企業が重視している取組
や各企業における好取組事例

✓ 独占禁止法コンプライアンスに関する悩みや課題・障壁

…など

✓ 価格調査・価格設定アルゴリズムの利用に関する独占禁止法上のリ
スクへの対応状況（社内での議論や注意点の周知の状況等） …など

✓ 労務費等の転嫁に向けた社内の管理体制の整備・運用状況や、価格
交渉の実施に係るモニタリングの状況 …など

✓ 法務・コンプライアンス部門等への事前相談や、取引内容・条件の
契約書等の書面による明確化に向けた取組の状況 …など

①独占禁止法コンプライアンスプログラムの整備・運用全般 ②アルゴリズムによる独占禁止法違反行為への対応等

③労務費等の転嫁に係るコンプライアンス態勢の整備・運用

④カルテル・談合以外の独占禁止法違反行為
（私的独占や不公正な取引方法）に関する取組
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エンフォースメントとアドボカシーの一体的な運用について

➢ 独占禁止法違反行為や下請法違反行為に係る個別事件においては、必要に応じて、以下のとおり、
命令や勧告と同時に関連業界団体への申入れを行い、業界全体を挙げた独占禁止法等に関するコン
プライアンスの取組を促している。

【事例１】旧一般電気事業者らに対する件（不当な取引制限、排除措置命令・課徴金納付命令）

【事例２】青森市が発注する新型コロナウイルス感染症患者移送業務の入札参加業者らに対する件（不当な取引制限、
排除措置命令）

➢ 以下、電気事業連合会に申入れ（2023年３月30日）

✓ 今後、本件違反行為と同様の行為又は独占禁止法違
反につながる情報交換が行われないよう、同連合会
の会員、役員及び事務局職員に対して周知徹底する
こと

➢ 会員各社への周知徹底等のほか、旧一般電気事業者ら
等への調査を行うことを決定（2023年3月30日）。

➢ 弁護士からなる専門チームによる調査の結果等を踏ま
え電気事業連合会としての取組（組織体制の見直しや
研修の充実化、接触制限ルールの整備、会議体の見直
し等を含む。）について検討・決定（2023年９月13
日）。

➢ 以下、日本旅行業協会に申入れ（2024年５月30日）

✓ 同協会の会員、役員及び事務局職員に対して、本件
排除措置命令の内容を周知すること

✓ 独占禁止法の遵守についての行動指針を作成し周知
徹底すること

✓ 独占禁止法の遵守についての研修を実施すること

➢ 弁護士等からなる有識者委員会の助言・提言を踏まえ
2024年３月27日付で取りまとめた再発防止策（受託
事業に関する研修の新設や「公務を受託する旅行業者
のための手引き」の作成等を含む。）の適切な実施に
より、旅行業界におけるコンプライアンスの推進に全
力で取り組んでいく旨を公表（2024年５月30日）。

公正取引委員会の申入れ 電気事業連合会の取組例（注１）

公正取引委員会の申入れ 日本旅行業協会の取組例（注２）

（注１）電気事業連合会の2023年３月30日付、同年４月19日付、同年９月13日付の公表資料に基づき作成。

（注２）日本旅行業協会の2024年３月27日付、同年５月30日付の公表資料に基づき作成。

＜独占禁止法関連＞
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エンフォースメントとアドボカシーの一体的な運用について

➢ 独占禁止法違反行為や下請法違反行為に係る個別事件においては、必要に応じて、以下のとおり、
命令や勧告と同時に関連業界団体への申入れを行い、業界全体を挙げた独占禁止法等に関するコン
プライアンスの取組を促している。

【事例１】サンケン電気株式会社に対する件（下請法違反、勧告）

【事例２】日産自動車株式会社に対する件（下請法違反、勧告）

➢ 以下、金型関連業界団体に申入れ（2023年12月15日）

✓ 会員に、本件をはじめとする下請法違反行為事例を
周知し、金型等の無償保管要請に係る下請法違反行
為の未然防止に努めるよう促すこと

✓ 取引適正化に資する取組を一層推進すること

➢ 会員に対し緊急自主点検を要請（2024年３月15日）
✓ 自ら襟を正し、下請法等の遵守について社内/グルー

プ会社等に周知徹底し、その実践を指示すること
✓ 社内/グループ会社を対象として、違法な商習慣が

残っていないか、仕入先からの要請放置・協議拒否
をしていないか、明らかな回答引き延ばし等の不適
切な行動がないか等の点検について、現場任せにせ
ず、経営トップ等が陣頭指揮を取って進めること

➢ 以下、日本自動車工業会に申入れ（2024年３月14日）

✓ 会員に、本件をはじめとする下請法違反行為事例を
周知し、違反行為の未然防止の取組を促すこと

✓ 今後の価格転嫁に係る法令遵守の在り方について、
原価低減要請の在り方等を検討し、業界全体の取引
適正化を一層推進すること

➢ 労務費・原材料費・エネルギー費の適切な価格転嫁に
向けた方針を決定するとともに（2024年５月23日）、
上記方針を踏まえ、「適正取引の推進と生産性・付加
価値向上に向けた自主行動計画」及び同計画の実効性
向上のための「徹底プラン」を改訂・公表（2024年５
月31日）。

公正取引委員会の申入れ（注１） 日本自動車部品工業会の取組例（注２）

公正取引委員会の申入れ（注３） 日本自動車工業会の取組例（注４）

（注１）中小企業庁との連名で申入れを実施。
（注２）日本自動車部品工業会の公表資料に基づき作成。ただし、サンケン電気株式会社に対する件の際の申入れだけでなく、その後の同種勧告事案や、下記事例２に関連する中小
企業庁からの申入れ等、その他の経緯も踏まえて、一連の取組が行われたものである。

＜下請法関連＞

（注３）中小企業庁との連名で申入れを実施。
（注４）日本自動車工業会の2024年５月23日付、同月31日付の公表資料に基づき作成。
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広聴活動

・ 各地有識者を中心とした活動

・ 独占禁止法や競争政策の運営に

対する御意見・御要望を聴取

・ 公正取引委員会の競争政策へ反映

広聴活動とは

・ 独占禁止政策協力委員制度（平成11年～）

・ 地方有識者との懇談会（102回）

・ 弁護士会等との懇談会（17回）

・ 事業者の工場等訪問・懇談（16回）

・ 独占禁止懇話会（３回）

内容（令和５年度実績）
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・各地域における経済界代表、

消費者代表、学識経験者等との意

見交換をし、併せて各有識者の競

争政策の理解向上を目的に実施。

・全国で約150名の経済関係者

学識経験者、消費者代表、報道

機関関係者等に委嘱。独禁法等

の運用や競争政策の運営に係る

意見の聴取を目的に実施。

・現場の事業者の声に耳を傾け、事業者の工場等を訪問し、経営環境や業

界を取り巻く経済、社会状況等についての把握を目的に実施。

広聴活動

独占禁止政策協力委員地方有識者との懇談会

事業者の工場等訪問・懇談

弁護士会等との懇談会

・独占禁止法等に対する弁護士

等の認知度の向上、相談・情報収

集体制の強化を目的に実施。
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ご参考

httpｓ://www.jftc.go.jp

＠jftc

JapanFTC

JFTCchannel

公取
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